
裁判所への連絡方法について 

   岐阜家庭裁判所後見係 

 

１．「必ず連絡すべき事項」と「判断に迷った場合の連絡事項」 

 後見人等の事務の中で，必ず裁判所に連絡していただきたい事項と分からな

いことや判断に迷うことがあった場合に連絡していただきたい事項があります。 

 裁判所に連絡するときは，３８ページの「連絡票」に記載して郵送してくだ

さい。 

２．必ず連絡すべき事項 

 以下のときは，必ず３８ページの「連絡票」をコピーして，必要事項を記入

の上，３４～３７ページの記載例を参考に用件又は連絡事項を記載して，裁判

所に郵送してください。 

１ 後見人又は本人が転居したとき 

→ 住民票の異動がなくても，連絡してください。住民票の異動がある場合

は住民票，施設入所の場合は入所契約書のコピーを添付して下さい。 

２ 本人が死亡したとき 

 → 除籍謄本又は死亡診断書のコピーを添付して下さい。 

３ 後見人が死亡したとき 

 → 除籍謄本又は死亡診断書のコピーを添付して下さい。 

 ※事前に，親族のどなたかに裁判所への連絡をお願いしておいてください。 

４ 後見（保佐，補助）事務報告書の提出が遅れるとき 

 

３．判断に迷ったときの連絡事項 

 後見人等の事務の中で，分からないことや判断に迷うことがあった場合，ま

ずは，「成年後見制度Ｑ＆Ａ」をよく読んでください。 

 それでもなお，分からない場合や判断に迷う場合には，「連絡票」をコピーし

て，必要事項を記入の上，記載例を参考に用件又は連絡事項を記載して，裁判

所に郵送してください。 

 連絡票を利用せず，電話で問い合わせいただいても，あるいは，突然窓口に

おいでになっても，すぐに対応することはできませんし，担当者がその場で回

答することはできません。結局連絡票を提出していただくことになります。 

 裁判所から回答が必要なものについては，連絡票送付後，１～２週間後に担
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当者から，電話でご連絡します。連絡票には必ず日中連絡がとれる電話番号を

お書き下さい。また，お急ぎの場合は，その旨とお急ぎの理由を記載して下さ

い。 

（判断に迷ったときの連絡事項の参考例） 

１ 保険金，損害賠償金など多額の金銭を受領したとき 

 → 支払い通知書のコピー，判決書・和解調書のコピー，入金先の預貯金

通帳のコピーなどを添付してください。 

２ 遺産分割や相続放棄をするとき 

 → 遺産分割協議書案，遺産目録，遺産に関する資料（預貯金通帳のコピ

ー，残高証明書，不動産の全部事項証明書）などを添付してください。 

 ※ 後見人と本人が共に相続人となる場合は，特別代理人（臨時保佐人，

臨時補助人）選任の申立てが必要になります（ハンドブック４２ページ）。 

３ 大きな財産（不動産など）を処分するとき 

 → 見積書，査定書，固定資産評価証明書などを添付してください。 

 ※ 本人名義の居住用不動産（本人が現在または過去に居住した不動産や

将来居住する予定の不動産）を売却したり，賃貸したり，抵当権の設定

をしたりするなどの場合は，居住用不動産処分許可の申立てが必要にな

ります（ハンドブック４８ページ）。 

４ 高額商品（１件１０万円以上の商品やサービス）を購入するとき 

 → パンフレット，見積書などを添付してください。 

５ 債務を返済するとき 

 → 借用書などを添付してください。 

６ 立替金（後見人や親族が本人の入院費を立て替えた場合など）を精算す 

るとき 

→ 立替金，領収書のコピーなどを添付して下さい。 

 

【連絡票の送付先】 

ハンドブック末尾の『岐阜県内の家庭裁判所の連絡先一覧』を参照ください。 
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連絡票の『記載例』 

 

 必ず連絡すべき事項  

１(1) 本人が転居した場合 
 

 
 本人が独り暮らしをできなくなったので，令和○年○月○日に，○○老人ホー

ムに入居しました。施設利用料は，月額○○万円になる見込みです。 

 本人の住民票と老人ホームの入所契約書の写しを同封しました。 

 

  

 

１(2) 後見人が転居した場合 
 

 
 後見人の住所と連絡先が変更になりました。新しい連絡先は，住所：○○区○

○町○丁目○番○号，日中の連絡先は，○○○－○○○－○○○○です。   

 住民票の写しを同封しました。 

 本人の住民票と老人ホームの入所契約書の写しを同封しました。 

 

  

 

２ 本人が死亡した場合 
 

 令和○年○月○日，本人が死亡しました。除籍謄本を同封します。 

 

３ 後見人が死亡した場合 

 令和○年○月○日，後見人が死亡しました。除籍謄本を同封します。私は，本

人の兄の○○○○です。私への連絡は，住所：○○市○○町○丁目○番○号，携

帯電話番号：○○○－○○○○－○○○○までお願いします。後任の後見人選任

の申立てをする予定にしています。 

 

４ 後見事務報告書の提出が遅れる場合 

○月○日までに後見事務の報告を求められましたが，株式の配当受領書等の資

料を取り寄せているため，２週間ほど提出が遅れます。○月○日（延期希望日）

までには提出いたします。 
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 判断に迷ったときの連絡事項  

 

１ 保険金を受領した場合 
 

 令和○年○月○日，本人が受取人となっている○○生命保険会社の死亡生命保

険金１０００万円を受領しました。保険金は，本人名義の○○銀行○○支店普通

預金口座（口座番号○○○○○）に入金されています。 

保険金の支払通知書と入金先の預金通帳の写しを同封しました。 

 

２(1) 遺産分割をする場合 
 

 令和○年○月○日，本人の父が死亡し，遺産分割の必要が生じました。相続人

は，本人とその母の二人です。遺産は，同封した遺産目録のとおりです。 

遺産は，不動産と預金のみです。不動産の固定資産税評価額は１０００万円，

預金残高は１０００万円です。 

これらの遺産のうち，本人が預金を，母が不動産を，それぞれ相続したいと思

います。本人の法定相続分２分の１は確保されておりますので，この内容で遺産

分割を進めてもよろしいでしょうか？ 

裁判所に遺産分割協議書案と遺産目録と不動産の全部事項証明書と固定資産

評価証明書，預金通帳の写しを同封します。 

 

２(2) 遺産分割のための特別代理人選任を申し立てる場合 
 

 後見人と本人とは親子ですが，令和○年○月○日，本人の夫（私の父）が死亡

したため，遺産分割を行うことになりました。相続人は，本人と私と妹の３人で

す。後見人と本人が共同相続人なので，遺産分割をするための特別代理人の選任

の申立てをする予定です。裁判所に遺産分割協議書案，遺産目録，不動産の固定

資産評価証明書，預貯金の残高証明書の写しを提出します。この内容で，特別代

理人選任の申立てをして遺産分割を進めてもいいでしょうか？ 
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３ 財産を処分する場合 

 ※ 居住用不動産の場合は，改めて申立てが必要になります。 
 

 
 本人の預貯金が少なくなってきましたので，所在地「○○市○○町○丁目○番

○」の不動産の土地及び建物を売却したいと考えています。 

 不動産業者の見積書を同封します。見積書によれば，不動産は１５００万円で

売却できそうですが，建物は古すぎるので，売却する際には解体をしなければな

らないとのことです。そのため，解体費が３００万円かかります。さらに仲介料

など１００万円を引くと，本人の元には１１００万円が残りそうです。 

 この条件は，他の不動産会社に確認しても，妥当な金額とのことですので，こ

の条件で売却してもいいでしょうか？ 

 

  

 

４(1) 高額商品を購入する場合 

 ※ おおよそ１０万円以上の商品やサービスを購入する場合に連絡票を使用してください。 
 

 令和○年○月○日，本人が転倒し，足を骨折しました。そのため車椅子が必要

になったのですが，本人の場合は，レンタルの車椅子では身体に合わないので，

購入しようと思っています。価格は１５万円になります。 

 商品のパンフレットを同封します。この車椅子を購入してもいいでしょうか？ 

 

４(2) 改装費の支出 

 

 このたび，本人を施設から自宅に迎えて介護することになりました。本人は，

足が不自由なので転倒しないように，床のバリアフリーと手すりを取り付ける改

装工事を考えています。建設業者の見積書を同封します。見積書によると改装費

は約２００万円かかります。本人の預貯金残高は約２０００万円で，毎月２万円

ほどの黒字です。また，施設費用も軽減されたので，今回の支出で本人の生活を

圧迫するようなことはないと考えます。後見人としては，このうち１００万円を

本人の財産から支出し，残りの１００万円は後見人が負担したいと考えていま

す。 

改装費として，１００万円を出金してもいいでしょうか。 
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５ 債務を返済する場合 
 

 本人が，本人の兄から平成○年○月○日に３００万円借りていたことが判明し

ました。当時，本人は離婚の慰謝料などで金が必要だったようです。 

 借用書は残っていませんが，平成○年○月○日に本人名義の○○銀行○○支店

の普通預金口座（口座番号○○○○○）に２５０万円振り込まれていることから，

本人の兄の話を信用し，一括返済してもいいでしょうか？ 

                                                                          
 

６ 立替金を精算する場合 

 本人の施設利用料として合計１００万円を後見人である私が立て替えて支払

っていましたが，今回，保険金が９００万円支払われたので精算したいと考えて

おります。 

 立替金の明細は同封した書面のとおりです。領収書の写しも同封します。精算

してもいいでしょうか？ 
 

７ その他 

 本人の三女が結婚することになりました。結婚祝いとして，本人の預貯金から

５０万円を出したいと考えています。 

 本人の長女はすでに結婚しており，その時には本人の判断で，結婚祝いとして

５０万円を出しております。また，本人の長女，二女，長男は全員，結婚祝いと

して５０万円を援助することに同意しています。 

 なお，本人の預貯金残高は約２０００万円で，毎月黒字収支ですので，今回の

ことで生活を圧迫するようなことはありません。結婚祝いとして５０万円を出し

てもいいでしょうか？ 

 
 
 
 
 
 
 
回答できない例 

 本人の三女が結婚することになりました。結婚祝いとして，本人の預

貯金からいくらなら出してもいいでしょうか？ 

 

 

 

これに対して・・ 

◎ 「７ その他」のように，後見人が何をしたいのかについて，後見人等と 

しての意見を具体的に記入してください。 

回答できない例のように，どうすれば認められるか といった質問には， 

お答えできません。 
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※ この様式をコピーして使用して下さい。 

※ 提出する前に，ご自身の控え用にコピーをとり，保管しておいてください。 

 

基本事件番号  平成・令和   年（家）第      号 

 

 岐阜家庭裁判所    支部・出張所 後見係 御中 

 

連 絡 票 

令和  年  月  日 

           ご本人の氏名：               

後見人等の氏名：             印 

住所                     

                                 

電話番号（日中連絡がとれる電話番号をお書き下さい。） 

    －    －     

下記のとおり連絡いたします。 

記 
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金銭出納帳 

１ 金銭出納帳について 

  後見人は，ご本人の財産を他人の財産という意識を持って管理していただ

く必要があります。 

  現金は，後見人自身の現金と混ざるおそれある，使途を確認することが困

難である，他にも盗難や紛失のおそれがあるなど，さまざまなリスクがある

管理方法です。現金を保有することは可能な限り避け，ご本人の金銭は必ず

預貯金口座で保管するようにし，支出については可能な限り口座から自動引

落にする手続をしてください。 

  やむを得ず，現金保管する場合には数万円程度にとどめるとともに，４０

ページの記載例にしたがい，４１ページの書式を利用して，金銭出納帳を作

成してください。 

  金銭出納帳は，必要に応じて，裁判所から提出を求めることがあります。 

 

２ 金銭出納帳作成上の注意 

  計上するもの 

   金銭出納帳に計上する“収入”は，ご本人の預金口座から引き出した現

金，現金で受け取った生活保護費・株式の配当金などの現金です。ご本人

の預金口座に直接入金される金銭（例えば，口座振り込みで受領している

年金等）を計上してはいけません。 

   金銭出納帳に計上する“支出”は，上記現金の使途です。預金口座から

自動引落になっている支出（例えば，自動引落の施設利用料・税金等）や

本人預金口座から支払先口座へ振り込んだ支出を計上してはいけません。 

   また，金銭出納帳に記載すべき収入・支出が発生したあと，期間が経っ

てしまうと，記憶が不確かになり，使途が不明になる危険が高まります。

速やかに金銭出納帳に計上するように注意してください。 

  支出した費用の領収書等について 

   金銭出納帳は，ご本人の現金の使途を記載したものであり，金銭出納帳
．．．．．

自体が領収書に代わるものではありません
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

。 

   必ず領収書等，使途を裏付ける資料を保管しておいてください。 

  残高について 

   就職時報告作成時，毎年の自主報告作成時に，金銭出納帳の最新の残高

を，財産目録の現金欄に計上してください。 

  ハンドブック４１ページの書式の使用方法 

   ４１ページの書式に直接書き込まないで，コピーしたものを使用してく

ださい。
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金銭出納帳（記載例） 

１ ご本人が施設入所しており，利用料が口座自動引落にできない場合 

 

年月日 項目 収入（円） 支出（円） 残高（円） 

2.4.1 ○○銀行○○支店より ８０，０００  ８０，０００ 

2.4.5 施設利用料（３月分）  ５６，７５０ ２３，２５０ 

2.4.8 おむつ代   ３，４００ １９，８５０ 

2.4.10 面会交通費   １，５００ １８，３５０ 

2.4.17 薬代     ４７５ １７，８７５ 

2.4.20 衣類代  １２，８９０ ４，９８５ 

2.5.3 ○○銀行○○支店より ８０，０００  ８４，９８５ 

2.5.5 施設利用料（４月分）  ５３，２００ ３１，７８５ 

2.5.10 テレビカード代   ２，０００ ２９，７８５ 

                                ↑ 

    ※ 就職時報告，毎年の自主報告で，財産目録中の現金欄に計上する 

 

２ ご本人が自宅で配偶者と２人で同居している場合 

  ２人の食費，日用品の費用などの生活費が合計で月額１０万円かかるため，

本人に，そのうちの半分の５万円を毎月負担してもらっている場合 

 

年月日 項目 収入（円） 支出（円） 残高（円） 

2.4.1 ○○銀行○○支店より ７０，０００  ７０，０００ 

2.4.1 生活費（４月分）  ５０，０００ ２０，０００ 

2.4.15 固定資産税（全納）  １１，８００  ８，２００ 

2.5.1 ○○銀行○○支店より ７０，０００  ７８，２００ 

2.5.1 生活費（５月分）  ５０，０００ ２８，２００ 

2.5.15 町内会費（５，６月分）   １，５００ ２６，７００ 

2.5.20 通院代   ４，７８３ ２１，９１７ 

2.5.21 食料品   ３，９９８ １７，９１９ 

                                ↑ 

    ※ 就職時報告，毎年の自主報告で，財産目録中の現金欄に計上する 
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金銭出納帳 

※ 後見人が手元で管理しているご本人の現金の額，使途について記載してください 

年月日 項目 収入（円） 支出（円） 残高（円） 
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特別代理人（臨時保佐人，臨時補助人）の選任申立てについて 

 

１ 概要 

  特別代理人（臨時保佐人，臨時補助人）とは 

   本人と後見人（保佐人，補助人）が共同相続人として遺産分割協議をす

る場合など，本人と後見人（保佐人，補助人）間の利益相反行為（法律上

の利害が衝突する法律行為）については，後見人（保佐人，補助人）に代

わって，裁判所が選任した別の人（特別代理人，臨時保佐人，臨時補助人）

が本人を代理します。 

  申立権者 

   後見人（保佐人，補助人），利害関係人 

 

２ 申立てに必要なもの 

  申立書 

  ハンドブック４４及び４５ページの書式をコピーして利用してください。

又は，裁判所のホームページのサイト↓で取得してください。 

http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_47/index.html 

  なお，臨時保佐人及び臨時保佐人の選任の申立書式がありませんので，特 

別代理人選任の書式の「特別代理人」の部分をそれぞれ「臨時保佐人」又は「臨 

時補助人」に，「成年被後見人」の部分をそれぞれ「被保佐人」又は「被補助 

人」に訂正した上でご利用ください。 

  収入印紙 ８００円 

  郵便切手 ５２４円（内訳８４円×６枚，１０円×２枚） 

  申立人及び本人の住民票 

   ただし，後見（保佐，補助）開始の審判のときから変更がない場合，変

更後の住民票をすでに提出している場合は不要。 

  特別代理人候補者の住民票又は戸籍附票 

  利益相反に関する資料（※申立後，下記書類以外に裁判所から書類の提

出をお願いする場合があります） 

  ア 遺産分割協議を目的とする場合 

   □ 遺産分割協議書（案） 

   □ 遺産及び遺産の評価額に関する資料 

    ・ 不動産の場合･･･不動産登記事項証明書，固定資産評価証明書 

    ・ 預金の場合･････残高証明書，通帳等のコピー 

  イ 抵当権設定を目的とする場合 

   □ 契約資料（抵当権設定契約書（案），金銭消費貸借契約書（案）） 
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     ただし，抵当権者が保証会社の場合は，さらに保証委託契約書（案） 

   □ 不動産登記事項証明書 

 

３ 申立後の手続き 

  審理方法 

   書面審理（提出書面のみによる場合，書面照会によりさらに事情をうか

がう場合など）と審問等（裁判所に来庁してもらって，関係者から事情を

うかがう場合）があります。どちらの手続になるかは，事案により異なり，

事前にどちらの手続になるかについてお答えすることはできません。 

  審理期間 

   上記のどちらの手続が行われるかによって審理期間が異なります。最短

でも３週間から１か月程度はかかりますので，申立ては，時間に余裕をも

って行ってください。
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収入印紙      ８００円 

予納郵便切手       円 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）太枠の中だけ記入してください。 

 

住 所 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏 名 

〒    －                                                        

   

   

電話番号  （   ）    携帯電話  （   ）                       

大正・昭和・平成 

    年  月  日生                               

                              

   

   

 １ 後見人   ２ 利害関係人  ３ その他（       ）               被後見人 

との関係 

                 受付印 

特別代理人選任申立書 

（成年後見事件用） 

この欄に収入印紙８００円分をはる。 

 

 

 

 

はった印紙に押印しないでください。 

 

 

        はった印紙に押印しないでください。 

準口頭       基本事件番号  平成・令和   年（家）第      号 

 

 申 

 

 立 

 

 人 

  

成 

 年 

 被 

 後 

 見 

 人 

岐阜家庭裁判所     御中   申 立 人 の               

                 署 名 押 印               印 

 令和  年  月  日     又は記名押印               

大正・昭和・平成 

    年  月  日生                          

                              

ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏 名 

                               

                              

 

住 所 

〒    －     

   

   

本 籍                                

                              

申立人・本人の住民票写し（本籍地の記載のあるもの）               各１通 

特別代理人候補者の住民票写し（本籍地の記載のあるもの）             １通 

（遺産分割目的の場合）遺産分割協議書案，遺産の評価額が判明する資料      各１通 

（抵当権設定目的の場合）抵当権設定契約書案，金銭消費貸借契約書案 

            保証委託の場合は保証委託契約書案，不動産登記簿謄本等  各１通    

※住民票や不動産登記簿謄本については，すでに提出され，変更がない場合は添付不要です。 

※このほかの資料の提出をお願いすることがあります。                  

                                                                                        

    

 ＊このほかの資料の提出をお願いすることがあります。        

   

 添  

 付 

 資 

 料 
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（注）太枠の中だけ記入してください。

（その詳細） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申  立  て  の  趣  旨 

特別代理人の選任を求める。 

申  立  て  の  理  由 

 特 

 別 

 代 

 理 

 人 

 候 

 補 

 者 

 

住 所 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏 名 

被後見人

との関係 

〒    －   

   

電話番号  （   ）    携帯電話  （   ）                                  

                              

                           

                              

                           

 

利益相反する者 

 

利益相反する行為の内容 

本 籍    

   

大正・昭和・平成 

    年  月  日生                          

                              職業                          

                              

 

１ 後見人と被後見人との 

 間で利益相反する。 

 

２ その他 

 

 

１ 被相続人亡        の遺産を分割するため 

 （被相続人の死亡日 平成・令和  年  月  日） 

 

２ 被相続人亡        の遺産を放棄するため 

 （被相続人の死亡日 平成・令和  年  月  日） 

 

３ 被後見人の所有する物件に， 

  □ 抵当権  □ 根抵当権  を設定するため 

 

４ その他（                  ）  
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【記載例】遺産分割協議を目的とする場合 

 

 

 

 

 

 

 

収入印紙      ８００円 

予納郵便切手       円 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）太枠の中だけ記入してください

 

住 所 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏 名 

〒０００－００００                                                

  ○○県○○市○○町○丁目○番地 

   

電話番号 000（000）0000 携帯電話 000（0000）0000               

大正・昭和・平成 

 ○○年○○月○○日生                               

                              

  コウノ タロウ 

  甲 野 太 郎 

 １ 後見人   ２ 利害関係人  ３ その他（       ）               被後見人 

との関係 

                 受付印 

特別代理人選任申立書 

（成年後見事件用） 

この欄に収入印紙８００円分をはる。 

 

     収 入    収 入 

     印 紙    印 紙 

 

はった印紙に押印しないでください。 

 

 

        はった印紙に押印しないでください。 

準口頭       基本事件番号  平成・令和○○年（家）第○○○○○号 

 

 申 

 

 立 

 

 人 

  

成 

 年 

 被 

 後 

 見 

 人 

岐阜家庭裁判所     御中   申 立 人 の               

                 署 名 押 印   甲 野 太 郎     印 

 令和○○年○月○日（作成日）  又は記名押印               

大正・昭和・平成 

 ○○年○○月○○日生                          

                              

ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏 名 

  コウノ イチロウ                             

  甲 野 一 郎                            

 

住 所 

〒    －     

 申立人の住所地と同じ  

   

本 籍  申立人の本籍地と同じ                              

                              

申立人・本人の住民票写し（本籍地の記載のあるもの）               各１通 

特別代理人候補者の住民票写し（本籍地の記載のあるもの）             １通 

（遺産分割目的の場合）遺産分割協議書案，遺産の評価額が判明する資料      各１通 

（抵当権設定目的の場合）抵当権設定契約書案，金銭消費貸借契約書案 

            保証委託の場合は保証委託契約書案，不動産登記簿謄本等  各１通    

※住民票や不動産登記簿謄本については，すでに提出され，変更がない場合は添付不要です。 

※このほかの資料の提出をお願いすることがあります。                  

                                                                                        

    

 ＊このほかの資料の提出をお願いすることがあります。        

   

 添  

 付 

 資 

 料 
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（注）太枠の中だけ記入してください。

（その詳細） 

 

 被相続人甲野花子の遺産を，別紙遺産分割協議書（案） 

 

のとおり分割するため。 

 

 

 

 

 

申  立  て  の  趣  旨 

特別代理人の選任を求める。 

申  立  て  の  理  由 

 特 

 別 

 代 

 理 

 人 

 候 

 補 

 者 

 

住 所 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏 名 

被後見人

との関係 

〒000－0000 

  ○○県○○市○○町○○番地の○ 

電話番号 000（000）0000 携帯電話 000（0000）0000                              

 オツカワ アキオ                            

 乙 川  秋 雄                         

 母方の叔父                             

                           

 

利益相反する者 

 

利益相反する行為の内容 

本 籍   ○○県○○市○○町○○番地 

   

大正・昭和・平成 

 ○○年○○月○○日生                          

                              職業 会社員                         

                              

 

１ 後見人と被後見人との 

 間で利益相反する。 

 

２ その他 

 

 

１ 被相続人亡 甲 野 花 子の遺産を分割するため 

 （被相続人の死亡日 平成・令和○○年○月○日） 

 

２ 被相続人亡        の遺産を放棄するため 

 （被相続人の死亡日 平成・令和  年  月  日） 

 

３ 被後見人の所有する物件に， 

  □ 抵当権  □ 根抵当権  を設定するため 

 

４ その他（                  ）  
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居住用不動産処分許可の申立てについて 

 

１ 概要 

  本人の居住用不動産（現に居住していなくても，本人が過去に居住していた不

動産や，病院や施設等を出た後，将来的に居住する予定の不動産も含まれます。）

を“処分”するには，裁判所の許可が必要です。裁判所の許可を経ずに行った契

約は無効となります。 

  “処分”とは売却したり，取り壊したり，抵当権等を設定したり，賃貸に出し

たりすること等をいいますが，持ち家でなくても，賃貸借契約を解除する場合も

“処分”にあたります。 

 

２ 申立てのタイミング 

  処分申立てが必要である事情について，家庭裁判所に予め連絡票（ハンドブッ

ク３８ページ）を送付していただいたうえで，事実上取引の交渉を開始し，取引

が成立する一歩前の段階で申立てを行ってください。審理には日数を要します
．．．．．．．．．．．

の

で，取引日は，余裕を持って設定しておいてください。 

 

３ 申立てに必要なもの 

  申立書 

  ハンドブック５０及び５１ページの書式をコピーして利用してください。又は，

裁判所のホームページのサイト↓で取得してください。 

http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_46/index.html 

  収入印紙 ８００円 

  郵便切手 ８４円 

  添付書類（※申立後，下記書類以外に裁判所から書類の提出をお願いする場

合があります） 

  ア 売却の場合 

   □ 売却する不動産の不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書 

     ただし，既に裁判所に提出してあり，記載内容に変更がない場合は不要 

   □ 不動産売買契約書（案） 

     契約書（案）とは，必要事項記入後，正式な押印をする一歩手前の書類

のことです。契約書（案）は，不動産の表示，金額，買い主の氏名（法人

の場合は商号・名称）及び住所（個人の場合は住民票上の住所，法人の場

合は，本店・主たる事務所）を正確に記載したものを提出してください。 

   □ 不動産業者作成の不動産価格査定書 

     ※ 査定書の査定価格よりも低い価格で売却する場合には，なぜ低い価

格で売却することになったかの説明書も添付してください。説明書が

ない場合は，申立書に事情を詳しく記入してください。 

  イ 抵当権設定の場合 

－48－ 
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   □ 抵当権を設定する不動産の不動産登記事項証明書及び固定資産評価証

明書 

     ただし，既に裁判所に提出してあり，記載内容に変更がない場合は不要 

   □ 契約資料（抵当権設定契約書（案），金銭消費貸借契約書（案）） 

     ただし，抵当権者が保証会社の場合は，さらに保証委託契約書（案） 

     契約書（案）とは，必要事項記入後，正式な押印をする一歩手前の書類

のことです。契約書（案）は，不動産の表示，金額，契約の相手方の氏名

（法人の場合は商号・名称）及び住所（法人の場合は，本店・主たる事務

所）を正確に記載したものを提出してください。 

  ウ 建物を取り壊す場合 

   □ 取り壊す不動産の不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書 

     ただし，既に裁判所に提出してあり，記載内容に変更がない場合は不要 

   □ 取壊費用の見積書など 

  エ 賃貸借契約の締結又は解除の場合 

   □ 締結（本人の居住用不動産を貸す場合） 

     賃貸借契約書（案），賃料額の設定根拠となる資料 

   □ 解除（本人が借りている居住用アパートの賃貸借契約を解除する場合） 

     解除対象となる契約書のコピー又はこれに準ずる書面 

３ 申立後の手続き 

  審理方法 

   書面審理（提出書面のみによる場合，書面照会によりさらに事情をうかがう場

合など）と審問等（裁判所に来庁してもらって，関係者から事情をうかがう場合）

があります。どちらの手続になるかは，事案により異なり，事前にどちらの手続

になるかについてお答えすることはできません。 

  審理期間 

   上記のどちらの手続が行われるかによって審理期間が異なります。最短でも３

週間から１か月程度はかかりますので，申立ては，時間に余裕をもって行ってく

ださい。
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収入印紙      ８００円 

予納郵便切手       円 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）太枠の中だけ記入してください。 

 

住 所 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏 名 

〒    －   

   

   

電話番号  （   ）    携帯電話  （   ）    

大正・昭和・平成 

    年  月  日生                            

                              

    

    

    

    

職 業 

                 受付印 

居住用不動産処分許可申立書 

 この欄に収入印紙８００円分をはる。 

 

 

 

 

はった印紙に押印しないでください。 

 

 

        はった印紙に押印しないでください。 

準口頭       基本事件番号  平成・令和   年（家）第      号 

 

 申 

 

 立 

 

 人 

 成 

 年 

 被 

 後 

 見 

 人 

岐阜家庭裁判所       御中   申 立 人 の               

                    署 名 押 印               印 

 令和  年  月  日        又は記名押印               

大正・昭和・平成 

    年  月  日生                          

                              

ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏 名 

    

    

 

住 所 

〒    －   

    

    

本 籍     

    

                                  

                              

申立人・本人の住民票写し（本籍地の記載のあるもの）               各１通 

不動産登記事項証明書                               １通 

（売却の場合）不動産売買契約書案，処分する不動産の評価証明書，査定書     各１通 

（抵当権設定の場合）抵当権設定契約書案，金銭消費貸借契約書案 

          保証委託の場合は保証委託契約書案                         各１通 

（建物を取り壊す場合）取壊費用の見積書など                   １通 

※住民票や不動産登記事項証明書については，すでに提出され，変更がない場合は添付不要です。 

※このほかの資料の提出をお願いすることがあります。                  

   

 

 

 添  

 付  

 資 

 料 
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（注）太枠の中だけ記入してください。 

申  立  て  の  趣  旨 

     □被後見人       □建物          □別紙売買契約書案 

申立人が □被保佐人  の居住用   □敷地     につき， □別紙(根)抵当権設定契約書案 

     □被補助人       □建物及び敷地      □別紙賃貸借契約書案 

                 □区分建物   □その他（      ） 

 

     □売却  □(根)抵当権設定 

のとおり □賃貸  □賃貸借契約の解除    をすることを許可する旨の審判を求める。 

     □取り壊し 

     □その他（         ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

※注意：別紙を引用する場合は，必ず別紙を添付してください。 

 

申  立  て  の  理  由 
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【記載例】居住用の建物及びその敷地を売却する場合 

 

 

 

 

 

 

 

収入印紙      ８００円 

予納郵便切手       円 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）太枠の中だけ記入してください。

 

住 所 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏 名 

〒000－0000 

  ○○県○○市○○町○丁目○番地○ 

   

電話番号 000（000）0000 携帯電話 000（0000）0000 

大正・昭和・平成 

 ○○年○○月○○日生                            

                              

 コウノ タロウ 

 甲 野 太 郎 

 会社員 

    

職 業 

                 受付印 

居住用不動産処分許可申立書 

 この欄に収入印紙８００円分をはる。 

 

     収 入   収 入 

     印 紙   印 紙 

 

はった印紙に押印しないでください。 

 

 

        はった印紙に押印しないでください。 

準口頭       基本事件番号  平成・令和○○年（家）第○○○○○号 

 

 申 

 

 立 

 

 人 

 成 

 年 

 被 

 後 

 見 

 人 

岐阜家庭裁判所       御中   申 立 人 の               

                    署 名 押 印  甲 野 太 郎     印 

 令和○○年○月○日（作成日）     又は記名押印               

大正・昭和・平成 

 ○○年○○月○○日生                          

                              

ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏 名 

 コウノ イチロウ 

 甲 野 一 郎 

 

住 所 

〒    －   

 申立人の住所地と同じ 

    

本 籍  申立人の本籍地と同じ 

    

                                  

                              

申立人・本人の住民票写し（本籍地の記載のあるもの）               各１通 

不動産登記事項証明書                               １通 

（売却の場合）不動産売買契約書案，処分する不動産の評価証明書，査定書     各１通 

（抵当権設定の場合）抵当権設定契約書案，金銭消費貸借契約書案 

          保証委託の場合は保証委託契約書案                         各１通 

（建物を取り壊す場合）取壊費用の見積書など                   １通 

※住民票や不動産登記事項証明書については，すでに提出され，変更がない場合は添付不要です。 

※このほかの資料の提出をお願いすることがあります。                  

   

 

 

 添  

 付  

 資 

 料 
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 （不動産を売却する場合の記載例） 

申立人は，平成○年○月○日，○○家庭裁判所において，成年被後見人の成年後見 

 
に選任されました。 

 

  成年被後見人は，現在，老人保健施設に入所していますが，令和○年○月から有料老 

 

老人ホーム○○○○苑へ入居することになり，そのための費用として入会金○○○万円， 

 

月々○○万円の施設使用料が必要になります。 

 

  別紙売買契約書案記載の不動産は，成年被後見人が老人保険施設に入所するまで居住 

            

していましたが，現在は空家の状態です。 

 

本人の資産の状況は，先に提出した財産目録のとおりであり，当該不動産を売却し， 

 

入居費用を捻出する必要があります。株式会社○○○は，金○○○○万円での買い受け 

 

を希望しており，この金額は妥当なものだと考えます。また，成年被後見人の子どもら 

 

もこの売却には賛成しています。よって，この申立てをします。 

※注意：別紙を引用する場合は，必ず別紙を添付してください。 

（注）太枠の中だけ記入してください。 

申  立  て  の  趣  旨 

     ■被後見人       □建物          ■別紙売買契約書案 

申立人が □被保佐人  の居住用   □敷地     につき， □別紙(根)抵当権設定契約書案 

     □被補助人       ■建物及び敷地      □別紙賃貸借契約書案 

                 □区分建物   □その他（      ） 

 

     ■売却  □(根)抵当権設定 

のとおり □賃貸  □賃貸借契約の解除    をすることを許可する旨の審判を求める。 

     □取り壊し 

     □その他（         ） 

 

申  立  て  の  理  由 
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成年後見人等辞任／成年後見人等選任の申立てについて 

 

１ 概要 

  成年後見人等は，正当な事由がある場合に限り，裁判所の許可を得て，後見人

等を辞任することができます。 

  正当な事由とは，例えば，後見人等が高齢，病気になったり，遠隔地に転居す

るなどして，職務を遂行できなくなった場合が考えられます。 

  後見人等辞任の申立てをする場合は，後任の後見人等を選任する申立てを同時

にしてください。 

  申立権者 

  ・辞任の申立て：後見人・保佐人・補助人 

  ・選任の申立て：後見人・保佐人・補助人，本人，本人の親族，その他の利害関

係人 

 

２ 申立てに必要なもの 

  辞任の申立て 

  ア 申立書 

  イ 申立人の住民票，本人の戸籍謄本及び住民票 

    ただし，後見等開始時から変更がなければ，不要です。 

  ウ 辞任の事由を証する資料（診断書など） 

  エ 収入印紙 申立費用分：８００円 登記費用分：１４００円 

  オ 郵便切手 １７６５円分 

    (内訳：５００円×２枚，３２０円×１枚，８４円×５枚，１０円×１枚 

         ５円×１枚，２円×５枚) 

  選任の申立て 

  ア 申立書 

  イ 本人に関する照会書 

  ウ 財産目録，本人収支予定表，親族関係図 

  エ 候補者に関する照会書 

  オ 誓約書 

  カ 添付書類 

    本人の戸籍謄本及び住民票 

     ただし，後見等開始時から本籍地，住所地，氏名に変更がない場合は不要 

    候補者の住民票又は戸籍の附票 

    現在の後見人等が死亡した場合は，同人の死亡の記載のある除籍謄本 

    本人の財産についての資料 

    本人の収支についての資料 

  キ 収入印紙 ８００円分 

  ク 郵便切手 ２３５５円分 
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    (内訳：５００円×２枚，３２０円×１枚，１００円×５枚，８４円×５枚，

１０円×１０枚，５円×１枚，２円×５枚) 

 

３ 申立ての手続 

  辞任申立の申立書及び選任申立の申立書等（本人に関する照会書，財産目録，

本人収支予定表，親族関係図，候補者に関する照会書）の書式は，岐阜家庭裁判

所後見係の窓口で取得してください。 

  後任の後見人等の候補者がご本人や後見人等の親族である場合には，申立前に

岐阜家庭裁判所後見係にお越しいただき，後見制度の手続案内ビデオをご覧くだ

さい。 
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成年後見人等に対する報酬付与の申立てについて 

 

１ 概要 

   成年後見人等は，その事務の内容に応じて，本人の財産の中から報酬を受け取

ることができます。報酬を受け取るためには，必ず家庭裁判所に「成年後見人等

に対する報酬付与の申立て」を行うことが必要になります。報酬は，裁判所が審

判によって認めた額だけを本人の財産から直接受け取ることになりますので，こ

の手続を経ずに本人の財産から勝手に報酬を受け取ることはできません。 

 

２ 申立てのタイミング 

   報酬は，成年後見人等の行った事務に対する対価であるため，報酬付与の申立

てをする際には，後見等事務の報告が必要になります。 

   そのため，報酬付与申立てをする場合には，後見等事務報告書を提出する時，

成年後見人等を辞任する時，後見等が終了した時など，一定の職務を行った後に，

後見等事務の報告等を行う時期にあわせて行ってください。 

 

３ 申立てに必要なもの 

  申立書 

  ハンドブック５７及び５８ページの書式をコピーして利用してください。又は，

裁判所のホームページのサイト↓で取得してください。 

http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_48/index.html  

  収入印紙 ８００円 

  郵便切手 ８４円 

  成年後見人等の事務報告書 ※ 

  財産目録，年間収支状況報告書 ※ 

  財産に関する資料の写し ※ 

   

※既に後見等事務報告書等を提出していて，報告した期間の報酬を求める場合は，改めて 

提出する必要はありません。 

  

  なお，必要に応じて，裁判所から上記以外の書類の提出をお願いする場合があり

ます。 
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http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_48/index.html


 

 

 

 

 

 

 

 

収入印紙      ８００円 

予納郵便切手       円 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）太枠の中だけ記入してください。 

本人と

の関係 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏 名 

□ 成年後見人  □ 保佐人  □ 補助人 □未成年後見人 

□ 成年後見監督人  □任意後見監督人 □   

 

大正・昭和・平成 

    年  月  日生                            

                              

    

    

    

    

職 業 

 

 申 

 

 

 立 

 

 

 人 

 

住 所 

または 

事務所 

〒    － 

 

 

           電話番号    （    ） 

  

 

 本 

 

 

 人 

 

本 籍 

    

    

                                  

                              
〒    －   

    

    

 

住 所 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏 名 

    

    

大正・昭和・平成 

    年  月  日生                          

                              

                 受付印 
成年後見人等に対する報酬付与申立書 

この欄に収入印紙８００円分をはる。 

 

 

 

 

はった印紙に押印しないでください。 

 

 

        はった印紙に押印しないでください。 

準口頭       基本事件番号  平成・令和   年（家）第      号 

岐阜家庭裁判所       御中   申 立 人 の               

                    署 名 押 印               印 

 令和  年  月  日        又は記名押印               

後見等事務報告書・財産目録・年間収支状況報告書・財産に関する資料の写し 

※必要に応じて書類の提出を求めることがあります。 

添 付 書 類 

 

 添  

 付  

 資 

 料 
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 １ 申立人が行った事務の内容は， 

 

  □  既に報告したとおりである。 

  □  本日付け事務報告書のとおりである。 

  □  別紙記載のとおりである。 

 

 ※  申立期間において，本人のために特に行った事項 

    □訴訟，非訟，家事審判，調停（事件名             ） 

    □訴訟外の示談      □遺産分割協議 

    □保険金請求       □不動産の任意売却 

    □その他（                          ） 

 

 ２ その他参考となる事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）太枠の中だけ記入してください。

申  立  て  の  趣  旨 

□ 就職時                □ 本件申立日 

申立人に対し，    平成            から   □ 令和  年  月  日           

           令和                 □ 終了時  

 

までの間の申立人の報酬として，本人の財産の中から相当額を与えるとの審判を求める。 

 

申  立  て  の  理  由 
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年  月  日 



 

 

 

成年後見登記の変更登記の方法 

 

１ 概要 

  本人の住所や本籍，氏名が変わったり，後見人等の住所や氏名が変わったときは，

変更登記を行う必要があります。 

法律上，その手続きは，家庭裁判所ではなく，後見人等や本人の親族の方が行う

ことになっています。 

  この変更登記の手続は，東京法務局以外では，受け付けておりません。 

 

 ※ 東京法務局と裁判所は，異なる機関であるため，東京法務局に変更登記をして

も，別途，裁判所に連絡をいただかなければ，裁判所は住所の変更等を知ること

ができません。 

   本人の住所や本籍，氏名が変わったり，後見人等の住所や氏名が変わったとき

は，このハンドブック３８ページの「連絡票」を利用して，裁判所に連絡するこ

とも忘れないようにお願いします。 

 

２ 申請先（問い合わせ先） 

  〒１０２－８２２６ 

   東京都千代田区九段南１－１－１５ 九段第２合同庁舎 

     東京法務局 民事行政部 後見登録課 

     電話０３－５２１３－１２３４（代表） 

       ０３－５２１３－１３６０（ダイヤルイン） 

 

３ 申請方法 

  具体的な記入方法，申請方法については，上記２の東京法務局民事行政部後見登

録課に問い合わせてください。 
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成年後見登記の終了登記の方法 

 

１ 概要 

  本人がお亡くなりになったときは，終了登記を行う必要があります。 

  法律上，その手続きは，家庭裁判所ではなく，後見人等や本人の親族の方

が行うことになっています。 

  この終了登記の手続は，東京法務局以外では，受け付けておりません。 

 

 ※ 東京法務局と裁判所は異なる機関であるため，東京法務局に終了登記を

しても，別途，裁判所に連絡をいただかなければ，裁判所はご本人がお亡

くなりになったことを知ることができませんので，裁判所に対しても連絡

を忘れないようにお願いします。その際，必要な提出書類の指示をさせて

いただきます。 

 

２ 申請先（問い合わせ先） 

  〒１０２－８２２６ 

   東京都千代田区九段南１－１－１５ 九段第２合同庁舎 

     東京法務局 民事行政部 後見登録課 

     電話０３－５２１３－１２３４（代表） 

       ０３－５２１３－１３６０（ダイヤルイン） 

 

３ 申請方法 

  具体的な記入方法，申請方法については，上記２の東京法務局民事行政部

後見登録課に問い合わせてください。 
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報告書等提出チェックリスト 

 

 

提出期限等 提出日 報告内容         提出する書類 

 

令和 年   月    日 

 

／ 

 

初回報告 
財産目録 （   年   月末日現在） 年間収支予定表 

通帳の写し等の資料 

 

令和    年   月    日 

 

／ 

 

後見等事務報告 
財産目録 （   年   月末日現在）  

後見等事務報告書 通帳の写し等の資料 

 

令和    年   月    日 

 

／ 

 

後見等事務報告 
財産目録 （   年   月末日現在）  

後見等事務報告書 通帳の写し等の資料 

 

令和    年   月    日 

 

／ 

 

後見等事務報告 
財産目録 （   年   月末日現在）  

後見等事務報告書 通帳の写し等の資料 

 

令和    年   月    日 

 

／ 

 

後見等事務報告 
財産目録 （   年   月末日現在）  

後見等事務報告書 通帳の写し等の資料 

 

令和    年   月    日 

 

／ 

 

後見等事務報告 
財産目録 （   年   月末日現在）  

後見等事務報告書 通帳の写し等の資料 

 

令和    年   月    日 

 

／ 

 

後見等事務報告 
財産目録 （   年   月末日現在）  

後見等事務報告書 通帳の写し等の資料 

 

令和    年  月    日 

 

／ 

 

後見等事務報告 
財産目録 （   年   月末日現在）  

後見等事務報告書 通帳の写し等の資料 

 

令和    年   月    日 

 

／ 

 

後見等事務報告 
財産目録 （   年   月末日現在）  

後見等事務報告書 通帳の写し等の資料 

 

令和    年   月    日 

 

／ 

 

後見等事務報告 
財産目録 （   年   月末日現在）  

後見等事務報告書 通帳の写し等の資料 

 

令和    年   月    日 

 

／ 

 

後見等事務報告 
財産目録 （   年   月末日現在）  

後見等事務報告書 通帳の写し等の資料 

本人が死亡した場合 ／ 終了報告 後見事務終了報告書，死亡診断書写し又は除籍謄本等 

 
 
 

１ 次の場合は，必ず裁判所に報告してください。 

 ・ 本人，後見人（保佐人，補助人）が転居により住民票を移した場合 
 ・ 後見（保佐，補助）事務報告書の提出が遅れる場合 
 ・ 本人，後見人（保佐人，補助人）が死亡したとき 

２ 次の場合は，必ず裁判所に申立てをしてください。 

 ・ 居住用不動産処分許可の申立て 
 ・ 特別代理人（臨時保佐人，臨時補助人）の選任申立て 
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◇岐阜県内の家庭裁判所の連絡先一覧◇ 

 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 
【岐阜家庭裁判所】 〒500-8710  岐阜市美江寺町２－４－１ 

                 岐阜家庭裁判所 後見係            ℡（058）262-5345 

 

【大垣支部】    〒503-0888  大垣市丸の内１－２２ 

                岐阜家庭裁判所 大垣支部 後見係     ℡（0584）78-6352 

 

【高山支部】    〒506-0009  高山市花岡町２－６３－３ 

                岐阜家庭裁判所 高山支部 後見係     ℡（0577）32-3310 

 

【御嵩支部】    〒505-0116  可児郡御嵩町御嵩１１７７ 

                 岐阜家庭裁判所 御嵩支部 後見係     ℡（0574）67-3111（代表） 

 

【多治見支部】   〒507-0023  多治見市小田町１－２２－１ 

                岐阜家庭裁判所 多治見支部 後見係    ℡（0572）22-0937 

 

【中津川出張所】  〒508-0045  中津川市かやの木町４－２ 

                 岐阜家庭裁判所 中津川出張所 後見係  ℡（0573）66-1530（代表） 

 

【郡上出張所】   〒501-4213  郡上市八幡町殿町６３－２ 

                 岐阜家庭裁判所 郡上出張所       ℡（0575）65-2265（代表） 

 （ただし，手続案内・申立ての受付のみ。受付後の手続は岐阜家庭裁判所で行います。） 
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